
【寄附金】 お手続きの流れ 

 

１ 寄附金の申込（ウェブサイトをご参照ください）【寄附者様】 
寄附金のご案内をよくお読みいただき、寄附にご協力くださる方は、 

「寄附金申込書」をご作成いただき、下記お問い合わせ先にご送付ください。 

※送付方法は、メールまたは郵送にてご送付ください 

 

 

２ 「お振込口座のお知らせ」を送付【弊会】 
寄附金申込書のご送付と同一の方法でご連絡します。 

（メールでのお申込み→メールで通知、郵送でのお申込み→郵送で通知） 

 

 

３ 指定口座への寄附金の振込【寄附者様】 
振込による口座への入金がなされた時をもって、寄付の受入れが完了したものとし、 

以後、原則として、寄附者による寄附の取消し、撤回等の申出は受け付けないものとします。 

 

 

４ 受領証（領収書）の送付（希望者のみ）【弊会】 
税制の優遇を受けるためには、受領証（領収書）が必要です。 

大切に保管ください。 

 

 

【注意事項】 
以下について、全て同一の名義としていただきますようお願い申し上げます。 

・寄附金申込書のお名前（団体名） 

・振込人名義（個人の場合はお名前。団体の場合は団体名） 

【以下、希望のある場合のみ】 

・公表する寄附者ご芳名（個人の場合はお名前。団体の場合は団体名） 

・受領証のお名前（団体名） 

 

 

＜寄附のお手続きに関する問合せ先＞ 

 

公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会 経営企画課 資金調達グループ  

所在地 ：〒460-0001 名古屋市中区三の丸三丁目 2番１号（東大手庁舎） 

電話番号：052-746-9894 

メールアドレス：ainagoc-kifu@aichi-nagoya2026.org 


